
令和 3年度第 1回久留米市情報公開・個人情報保護審議会（定例会）会鏃議事予定

（令和 3年4月 20日（火）午前 10時～ 場所：職員会館メルクス 2階中小会鏃室）

1 前回会議の概要報告

2 諮問案件の審議

(1) 粗大ごみ収集業務において、ごみ収集支援システムのリプレイスに伴い、粗大ごみ収集申

込者の情報を業者が設置・管理するクラウドサーバとオンライン結合を行うことの公益上の

必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第2号）について

諮問機関：環境部資源循環推進課

(2) 食品営業許可業務において、クラウドサーバを活用した食品衛生申請等システムの導入に

伴い、食品営業許可申請者等の情報をクラウドサーバとオンライン結合を行うことの公益上の

必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第2号）について

諮問機関：健康福祉部保健所衛生対策課

(3) 久留米市個人番号カードWeb予約システム導入業務において、個人番号カードの交付対象者に

関する情報を業者が設置・管理する個人番号カード Web予約システムのサーバとオンライン結合

を行うことの公益上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第10条第 1項第2号）につ

いて

諮問機関：市民文化部市民課

(4) AI-OCR及びRPAを導入予定の業務において、申請書等に記載された個人情報を民間

事業者が設置・管理するAI-OCRサーバとオンライン結合を行うことの公益上の必要性及

び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第 2号）について

諮問機関：総務部情報政策課

(5) 独立行政法人水資源機構からの求めに応じた農地台帳上の情報の提供について

1 農地台帳上の情報のうち、農地所有者、農地に設定された賃借権等の権利者及び耕作者の

住所を外部提供することの公益上の必要性の有無（条例第 9条第3項第4号）及ぴ当該外部

提供に係る本人通知の省略の適否（条例第9条第4項ただし書）について

2 農業委員会が保有する農地台帳上の情報をオンライン結合等（磁気記録媒体）により提供

することの公益上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第2号）

について

諮問機関：農業委員会事務局
3 その他



、
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令和 2年度第 6回久留米市情報公開・個人情報保護審議会（定例会）会議概要

期 間：令和 3年 1月 15日（金） ～令和 3年 1月27日（水）【書面決議】

審職者：吉岡会長、小路口委員、穴見委員、岡委員、紫藤委員、西田委員、松尾委員、宮崎委員、

吉弘委員以上9名

諮問案件の審鏃

【諮問案件 1]

新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る接種券等の印刷・郵送業務を外部委託するに当た

り、当該予防接種の対象者の個人情報をオンライン結合により受託者へ提供することの公益上の必

要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第2号）について

諮問機関：健康福祉部保健所保健予防課

事務局：舞弓主幹、吉本課長補佐、仁田原、鶴田

実施機関：保健所保健予防課

ー委員の方々に資料を送付し、以下の質疑応答があった一

(A委員）ワクチン接種は、国が優先順位を定めると思うが、その優先順位に従った対象者の抽出

は、久留米市が行うという理解で良いか。その場合、久留米市は受託者に対し、対象者の情報を

段階的に提供するのか。また、そのことと、「 2 オンライン結合により提供する個人情報Jに

おいて「全市民の」となっていることとの整合性を教えてもらいたい。

（実施機関）本市において、国からの通知に従い、先に 65歳以上の方（令和 3年 1月 1日を基準

日として住民基本台帳に記載されている者）を抽出し、その後、それ以外の方（令和 3年4月 1

日を基準日として住民基本台帳に記載されている者）を抽出する。抽出した対象者の情報は、段

階的に受託者に提供する。 65歳以上の方の情報は2月初旬に、それ以外の方の情報は令和 3年

4月中旬に提供する予定である。 2回の提供により結果的に全市民の情報を提供することとなる。

(A委員）一部の報道では、国が定める優先順位には、「医療従事者」や「基礎疾患の有」が条件

となってくることが予想される。その抽出は久留米市が行えるのか。

（実施機関）「医療従事者」や「基礎疾患の有」などの抽出は久留米市では行わない。市が行うの

は、 65歳以上の方とそれ以外の方の抽出のみである。なお、医療従事者や基礎疾患のある方な

どの優先接種は本人からの申し出等により行われる予定で、医療従事者に対するワクチン接種は

県が実施することとなっている。基礎疾患のある方を対象としたワクチン接種については、国か

ら対象疾患や手続等の詳細がまだ示されていないが、接種券等の発送における対象者の情報の抽

出は、医療従事者や基礎疾患の有無に関わらず、全市民を対象として行うので、当該対象者情報

の抽出に影響を与えるものではない。

(B委員）「 1 業務の概要の (3）」に「実施医療機関等」とあるが、ワクチン接種を行う場は医療

機関以外に想定しているのか。
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（実施機関）まだ調整中の段階だが、ワクチン接種を行う場は市内のいくつかの医療機関と公共施

設を想定している。

(C委員）外部委託するに当たり、印刷業務と郵送業務の受託者は、異なるのか。

（実施機関）それぞれの業務を同一の業者に委託する。

ー他に質問や意見等はなく、この件に関しては承認される。一

【諮問案件 2】
--

市民課が保有する住民基本台帳に係る情報（外国人住民であって、世帯主であるものの情報に

限る。）を広聴・相談課が目的外利用することの公益上の必要性の有無（条例第 9条第 3項第4

項）について

諮問機関：市民文化部市民課

利用機関：協働推進部広聴・相談課

事務局：舞弓主幹、吉本課長補佐、イニ田原、鶴田

実施機関：市民文化部市民課

ー委員の方々に資料を送付。質問や意見等はなく、この件に関しては承認される。一

以上
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2資源第 25 5 5号

令和 3年 3月 15日

久留米市情報公開・個人情報保護審議会会長 様
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諮 問 書

久留米市個人情報保護条例第 24条の規定により 、下記のことについて貴審議会の意見

を求めます。

記

粗大ごみ収集業務において、ごみ収集支援システムのリプレイスに伴い、粗大ごみ収集

申込者の情報を業者が設置・管理するクラウドサーバとオンライン結合を行うことの公益

上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第 2号）について
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【諮問案件】
一—

粗大ごみ収集業務において、ごみ収集支援システムのリプレイスに伴い、粗大ごみ収集

申込者の情報を業者が設置・管理するクラウドサーバとオンライン結合を行うことの公益

上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第1項第2号）について

諮問機関：環境部資源循環推進課

1 業務の概要

本市では、粗大ごみを排出しようとするときは、事前に粗大ごみ収集の申込みを行

い、申込み後にステッカーを購入し（ごみ処理手数料の納付）、購入したステッカー

を粗大ごみに貼って指定の場所に排出する、という流れで行っていただくことをお願

いしている。

粗大ごみ収集の申込みは、当課の窓口と電話（専用コールセンター）で受け付けて

いるが、受付時間は平日の日中（窓口は開庁時間の 8時30分から 17時15分まで。

コールセンターは 9時から 17時まで。年末年始を除く。）に限られている。

また、ごみ処理手数料の納付（ステッカーの購入）についても、納付できる場所が、

当課、各総合支所、各市民センター又は市内の金融機関であるため、納付時間帯が平

日の日中に限られている。

そのため、平日昼間に働いている多くの方から、受付時間内での申込みやごみ処理

手数料の納付が困難といった声が多数寄せられており、この課題への早急な対応が求

められている。

そこで、オンラインによる粗大ごみ収集の申込み及び電子決済によるごみ処理手数料

の納付を可能とするため、本市で既に使用しているごみ収集支援システム（サーバは

庁舎内にある。）をリプレイスし、新たなごみ収集支援システム（以下「システム」

という。）の利用契約及び保守業務の委託契約の締結を予定している。

オンライン申込みに係る申込者の情報は、本市を介さず直接インターネットを通じ

て、業者が設置・管理するシステムのクラウドサーバに送信され、当該クラウドサー

バ上で情報管理がなされる。

ところで、粗大ごみ収集の申込みがなされた場合、当課から収集運搬業者に対し、

粗大ごみの種類や収集場所等を指示する指示書を交付しているが、迅速な収集業務の

観点から、窓口や電話において申込みがあった場合においても、システムによって指

示書を作成できるようにするため、当該クラウドサーバ上で一元的に情報管理を行う

必要がある。

そこで、窓口や電話により申込みが行われた場合に、申込者の情報をシステムヘ入

力し、業者が設置・管理するクラウドサーバに送信することについて、オンライン結

合の承認を求めるものである。

2 提供する個人情報

粗大ごみ収集申込者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス

3 公益上の必要性について（条例第 10条第 1項第2号）
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今回のオンライン結合は、システムの導入に伴うものであるが、システムの導入に

ついては、大きく次の 2点から、その必要性が高い。

①申込者にとっての利便性の向上

システムを導入することにより、粗大ごみの収集の申込みに当たり、オンラインに

よる申込みと電子決済によるごみ処理手数料の納付が可能となり、申込者が24時間

いつでも手続ができるようになる。

②業務の効率化

当システムにおいては、申込者がオンラインによる申込みをした場合、その情報

は直接クラウドサーバに送信され、情報管理がなされる。

これにより、窓口又は電話による申込みの受付業務及び申込者情報のシステムへ

の入力作業を省力化でき、業務の効率化を図ることができる。

これまでは、庁舎内にあるサーパで申込者の情報を管理してきたが、新システム導

入により、オンラインによる申込みを行った申込者の情報については、業者が設置・

管理するクラウドサーバで管理されることとなる。

円滑かつ適切に粗大ごみの収集業務を行うためには、窓口又は電話において申込み

があった場合においても、収集運搬業者への指示書をシステムで作成できるようにす

べく、申込者の情報を当該システムに登録し、システムで一元的に管理する必要があ

る。・

以上のことから、粗大ごみ収集申込者の個人情報を、業者が設個・管理するクラウ

ドサーバヘオンライン結合により提供することには公益上の必要性がある。

4 個人の権利利益を侵害するおそれについて（条例第10条第1項第2号）

システムの管理を行う業者は、特定非営利活動法人日本個人・医療情報管理協会か

らJAPHICマークの認証を受けており、「個人情報の保護に関する法律」及び「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に準拠し、個人情報について適

切な保護措置を講ずる体制の整備及び運用を行っている。また、当該システムにおい

ては、以下のようなセキュリティ対策が講じられている。

・インターネット回線によるクラウドサーバとの情報の送受信を暗号化して行う。

・ファイアウォール(※ 1) によるアクセス制御、 WAF(※2) によるセキュリテ

ィ強化、 IDS(※3)、IPS(※4)による不正アクセスの検知、阻止等を行う。

・クラウドサーバに送信された情報は、一旦受付サーバで受信した後、接続が限定され

た非公開の区域に設置するデータサーバに格納する。

なお、このシステムは、既に市／1|市や西東京市等の複数の自治体が導入しているが、こ

れまで漏洩等の事故は発生していない。

※1 ファイアウォール：ネットワーク保護のため、外部からの攻撃を阻止し、及び内部

からの望まない通信を防ぐシステム
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※2 WAF:ファイアウォールの一種で、従来のファイアウォールでは防げないウェブア

プリケーションに対する不正な攻撃を防御するためのシステム

※ 3 IDS：侵入検知システムのことで、第三者からのアクセス・侵入を検出し通知す

る役割を担う。

※4 IP S:不正侵入防御システムのことで、不正なアクセスを検知し、通信を遮断す

る役割を担う。

5 実施時期（個人情報利用期間）

令和 3年6月 1日から
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ごみ収集支援システムシステム構成イメージ
・クラウド上の受付サーバと非公開のサーバとはWebAPIによるデータ転送（決められたデータのみを転送）

BIOISM 

2021/4/6 

https（通信を暗号化）

口市民

Web申込送信

結果メール通知

外部クラウド(MicrosoftAz-Ure)
受付サーバ（クラウド）

DDoS攻撃対策
QLインジェクション対策IIDS/IP

クロスサィトスクリプティング対策 ③ 

443ポートのみ許可

データサーバヘの接続を限定

非公開セグメント

WAF データサーバ

゜
庁内PC

ロ④
電話受付PC（専用システム）

送受信

ログイン(ID／パスワード）
OAuth認証

【①の青線】クラウド上の受付サーバから、非公開のサーバにデータ（個人情報含む）を格納
⇒ 所定のサーバ（固定IP)から、 httpsによるPOST送信

【②の赤線】クラウド上の受付サーバから、非公開のサーバに受付件数、品目マスタを取得
⇒ 所定のサーバ（固定IP)から、 httpsによるGET受信（決められた関数で決められた情報のみを取得）

【③の緑線】非公開のサーバから、クラウドのメールーバ経由で通知メールを送信
⇒ 所定のメールサーバヘのSMTP発信

【④の青線】専用システムから、受付サーバにログイン(OAuth認証）により、 httpsによるGET/POST /PUT送受信
（決められた関数で決められた情報のみを取得） SQLインジェクション対策

【導入事例］

千葉県市川市
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2衛 第 6 1 3 0号

令和 3年 3月 8 日

久留米市情報公開・個人情報保護審議会会長 様

r.=:、 一 て ・ ～

l ビゴ喋：：，デ’•I・ロ
久留米市長大久保鱚八」叫「「l|

（健康福祉部保健所衛生対』麒ゴ戸号翌言i

し旦竺．込J
f 

諮 問 書

久留米市個人情報保護条例第24条の規定により、下記のことについて貴審鏃会の意見を求

めます。

記

食品営業許可業務において、クラウドサーバを活用した食品衛生申請等システムの導入に伴

い、食品営業許可申請者等の情報をクラウドサーバとオンライン結合を行うことの公益上の必

要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第2号）について
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【諮問案件】

食品営業許可業務において、クラウドサーバを活用した食品衛生申請等システムの

導入に伴い、食品営業許可申請者等の情報をクラウドサーバとオンライン結合を行う

ことの公益上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第 2

号）について

諮問機関：健康福祉部保健所衛生対策課

1 業務概要

本市では、食品衛生法に基づき、食品の営業許可及び届出に係る業務を行っている。

現在、当該業務に係る食品等事業者による申請・届出の受付は、紙媒体のみにより

行っているが、今年度から電子申請等を可能とするため、厚生労働省が民間事業者に

委託して整備した食品衛生申請等システム（以下「システム」という。）の利用契約

を締結する予定である。なお、当該システムについては、本市だけでなく、食品の営

業許可・届出に関する業務を行う全ての自治体において導入される予定である。

食品等事業者が電子申請等を行った場合、その情報は、本市を介さず直接インター

ネットを通じて、厚生労働省から委託を受けた業者が設懺・管理するシステムのクラ

ウドサーバに送信され、当該クラウドサーバ上で情報管理がなされる。 ・

円滑な食品営業許可業務を可能とするためには、保健所の窓口において紙媒体によ

る申請等がなされた場合においても、当該クラウドサーバ上で一元的に情報管理を行

う必要がある。

そこで、紙媒体による申請等が行われた場合に、職員が申請等情報をシステムヘ入

力し、業者が設置・管理するクラウドサーバに送信することについて、オンライン結

合の承認を求めるものである。

2 提供する個人情報

・食品営業許可申請者の氏名、住所、電話番号、 FAX番号、メールアドレス、生年

月日、食品衛生法第 52条第2項各号に規定する処分違反や許可取消に関する事項

・食品営業許可に必要な資格を有する者の氏名、資格の種類

3 公益上の必要性について（条例第 10条第 1項第2号）

今回のオンライン結合は、システムの導入に伴っで情報を一元的に管理するために

行うものであるが、システムの導入については、大きく次の 3点から、その必要性が

高い。

①食品等事業者にとっての利便性向上

システムを導入することにより、食品営業許可・届出に係る電子申請等が可能と

なり、食品等事業者は保健所の窓口に出向くことなく、 24時間いつでも申請・届

出をすることができるようになる。また、食品営業許可業務を行う全ての自治体が

導入する予定であるため、全国で申請書等への記載項目が統一化される。
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②国民の健康被害防止

食品衛生法の改正により令和 3年6月 1日から食品等事業者が食品の自主回収

（リコール）を行った場合、当該食品等事業者は、遅滞なく保健所や都道府県等に

届け出なければならず、また、届出を受けた保健所や都道府県等は、当該届出に係

る事項を国（厚生労働大臣）に報告しなければならないこととなる（新・食品衛生

法第58条第 1項及び第2項）。

システムの導入により、食品等事業者は、リコール事案をオンラインによって管

轄の保健所や都道府県等へ報告することができるようになり、また、管轄の保健所

や都道府県等が当該届出内容を確認した時点で、同時に国に対してもシステムによ

って当該届出に係る情報が提供され、保健所や都道府県等及び国が、リコール情報

を迅速に入手することが可能となる。

それにより、消費者等に対する情報発信の迅速化を図ることができ、健康被害を

引き起こすおそれのある食品等の喫食を未然に防止することが期待できる。

③システム利用自治体における業務の効率化

前述したとおり、当該システムにおいては、食品等事業者が電子申請等をした場

合、その情報は直接クラウドサーバに送信され、情報管理がなされる。

これにより、窓口における申請・届出の受付業務及び紙媒体情報のシステムヘの

入力作業を省力化でき、業務の効率化を囮ることができる。

これらの必要性からシステムを利用することにより、電子申請等を行った食品等事

業者の情報はクラウドサーバで管理されることとなる。円滑かつ適切に食品営業許可

業務を行うためには、窓口において紙媒体による申請等があった場合においても、職

員によってシステムに登録し、食品営業許可申請等に係る情報をシステムで一元的に

管理する必要がある。

以上のことから、食品営業許可申請者等の個人情報を業者が設置・管理するクラウ

ドサーバヘオンライン結合により提供することには公益上の必要性がある。

4 個人の権利利益を侵害するおそれについて（条例第 10条第 1項第2号）

システムを管理する業者は、個人情報の取扱いを適切に行っていると認める事業者に

対し付与されるプライバシーマークの認定を受けており、個人情報の情報管理に関す

る社内体制や規程類を整備し、高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを

確立し、運用している。ネットワーク及びシステムの安全性については以下のとおり。

(I) ネットワークの安全性について

オンライン結合による食品営業許可申請者等の個人情報の提供に関しては、イン

ターネットから切り離されたLGWAN(※ 1)環境下で行うため、高度なセキュ

リティが確保される。

※ 1 I:GWAN：自治体間等の情報のやり取りのために特別につくられた行政専用の
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ネットワークである。情報はインターネットから切り離された閉域ネットワークで

のやり取りとなり、一定のセキュリティを設けているため通常のインターネットと

は比較にならない程のセキュリティが確保されている。

(2) システムの安全性について

インターネットに公開する機能と公開しない機能 (LGWANから接続して使用

する機能）は、論理的にネットワークが分離されており、 LGWANからインター

ネットヘのアクセス又はインターネットからLGWANへのアクセスはできない。

また、システムは、ファイアウォール(※ 2)によるアクセス制御、 IDS(※3)、

IPS(※4) による不正アクセスの検知、阻止等の措置が講じられている。

※2 ファイアウォール：ネットワーク保護のため、外部からの攻撃を阻止し、及び内

部からの望まない通信を防ぐシステム

※3 IDS：侵入検知システムのことで、第三者からのアクセス・侵入を検出し通知す

る役割を担う。

※4 IP S：不正侵入防御システムのことで、不正なアクセスを検知し、通信を遮断

する役割を担う。

5 実施時期

令和3年6月1日から
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2民市第 43 7 5号

令和 3年 3月 12日

久留米市情報公開・個人情報保護審議会会長様

久留米市長大久保↑喜三瓜〗
（市民文化部市民課）「II囮戸げミ3.I

＿，ヽ ・‘・’

諮 問 書

久留米市個人情報保護条例第 24条の規定により、下記のことについて貴審議会の意

見を求めます。

記

久留米市個人番号カード＼Veb予約システム導入業務において、個人番号カードの交付対

象者に関する情報を業者が設置・管理する個人番号カード＼Veb予約システムのサーバとオ

ンライン結合を行うことの公益上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10 

条第 1項第2号）について
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【諮問案件】

久留米市個人番号カード Web予約システム導入業務において、個人番号カードの交付対象

者に関する情報を業者が設置・管理する個人番号カード Web予約システムのサーバとオンラ

イン結合を行うことの公益上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第10条第 1

項第2号）について

諮問機関：市民文化部市民課

1 業務の概要

個人番号カードは市民の申請に基づき作成され、申請から約 1カ月半で市民へ交付し

ている。

個人番号カードの交付申請の方式には、「申請時来庁方式」と「交付時来庁方式」があ

る。申請時来庁方式は、申請時に来庁してもらい、個人番号カードは自宅に郵送する。

交付時来庁方式は、申請手続は申請書を郵送することなどにより行い、その後、個人番

号カードが準備でき次第、交付通知書を申請者に送付し、窓口で個人番号カードを交付

する。交付時来庁方式により個人番号カードの受取のために来庁する際は、窓口の混雑

を避けるため、交付通知書に記載されている専用ダイヤルに連絡し、事前に予約を取っ

ていただく必要がある。

現在、予約は電話のみで受け付けているが、交付対象者数の増加により電話が繋がら

ず、多くの苦情が発生している。そのため、今年度から業者が管理する個人番号カード

Web予約システム（以下「システム」という。）の利用契約及び保守業務の委託契約を締

結し、 24 時間予約可能な＼~eb 予約受付を開始予定である。

システムには予め交付対象者の個人番号カードの管理番号と生年月日を登録しておき、

交付対象者が予約を取る際には、管理番号を IDとし、生年月日をパスワードとして入

力することによりログインすることを想定している。これにより、交付対象者以外の者

による予約を防ぐことができる。

また、個人番号カードの交付に当たっては、事前にシステムから予約日ごとの交付対

象者一覧を出力し、交付する個人番号カードを準備しておく必要があるが、誤交付防止

対策として、管理番号だけでなく氏名も併せて確認する予定としている。そのため、シ

ステムには氏名も登録しておく必要がある。

以上の仕組みによりシステムを運用するに当たり、交付対象者の個人情報を業者が設

置・管理するサーバとオンライン結合を行うことについて諮問するものである。

2 オンライン結合により提供する個人情報

個人番号カードの管理番号、氏名、生年月日

3 公益上の必要性について（条例第 10条第 1項第2号）

現在、交付時来庁方式による個人番号カードの交付の予約は、専用ダイヤルによる受

付を行っているが、交付対象者数の増加により、回線が混雑し、電話が繋がらないとの

多くの苦情が寄せられている。システム導入時点で想定される交付対象者数は、約 1万
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5, 0 0 0人であり、今後も申請者数の増加が見込まれる中で、専用ダイヤルによる受

付のみでは、ますます対応が困難となり、市民サービスの低下を招くことになる。この

課題を解決し、市民サービスの向上を図るためには、システムを導入する必要がある。

また、誰もがシステム予約が可能となれば、交付対象者以外の者が予約を行うことが想

定され、かえって個人番号カード交付業務に混乱が生じることになる。交付対象者以外

の者によるシステム予約を防ぎ、当該業務を円滑に実施するためには、事前に業者が設

置・管理するサーバとオンライン結合を行い、交付対象者の個人情報を提供し、システ

ムに登録する必要がある。以上のことから、オンライン結合により業者へ交付対象者の

個人情報を提供することには公益上の必要性がある。

4 個人の権利利益を侵害するおそれについて（条例第 10条第 1項第2号）

システムに個人情報を取り込む際には、 LGWAN(※1)環境下でシステムにアクセ

スし、交付対象者情報を当該システムにアップロードすることを想定している。

その他利用契約及び保守業務の委託契約を締結する業者に求める要件は、以下のとおり。

・プライバシーマーク(※ 2) を取得していること。

・サーバ室への入退室は、 ICカードと生体認証による管理が行われていること。また、

監視カメラによるモニタリングを実施していること。

・システムには、 IDS(※3)、IPS(※4)を備えており、ファイアウォール(※ 5)

やウイルスソフトでは防御できないシステムヘの攻撃や脅威を検知し、防御する仕組み

を備えていること。

・クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン等の国のガイドライ

ンに準拠したシステムであること。

これらの要件を満たす業者と契約を締結することから、情報漏えい等のリスクは低く、個

人の権利利益を侵害するおそれはない。

※1 LGWAN:自治体間等の情報のやり取りのために特別につくられた行政専用のネ

ットワーク。情報はインターネットから切り離された閉域ネットワークでのやり取りと

なり、一定のセキュリティを設けているため、通常のインターネットとは比較にならな

い程のセキュリティが確保されている。

※2 プライバシーマーク：一般財団法人日本情報経済社会推進協会が、個人情報の取扱

いを適切に行っていると認める事業者に対し付与するものである。プライバシーマーク

制度は、日本工業規格 JlSQ 15001に基づいて第三者により客観的に評価される制度で

あることから、プライバシーマークの付与を受けた事業者にとっては、法律への適合性

はもとより、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立

し、運用していることを示すものとなる。

※3 IDS：侵入検知システムのことで、第三者からのアクセス・侵入を検出し通知す

る役割を担う。
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※4 ・IP S :不正侵入防御システムのことで、不正なアクセスを検知し、通信を遮

断する役割を担う。

※5 ファイアウォール：ネットワーク保護のため、外部からの攻撃を阻止し、及び

内部からの望まない通信を防ぐシステム

5 実施時期（個人情報提供時期）

令和 3年6月以降

20 



3情政第14 6号

令和 3年4月 12日

久留米市情報公開・個人情報保護審議会会長 様

戸可芝n:.:::・:cil、j可l, —打午ぷ可1
久留米市長大久保慮し・-'――しs,.こ:I9 : ＼, 1 

（総務部情報政策吋，
9 9~., .~ 
1, •Fし::I 

・・・---．．→ 

諮 問書

久留米市個人情報保護条例第 24条の規定により、下記のことについて貴審鏃会の意

見を求めます。

記

A I-OCR及びRPAの導入対象業務において、申請書等に記載された個人情報を

民間事業者が設置・管理するAI-OCRサーバとオンライン結合を行うことの公益上

の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10条第 1項第2号）にっいて
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【諮問案件】

A I--OCR及びRPAを導入予定の業務において、申請書等に記載された個人情報を民間

事業者が設置・管理するAI ~OCRサーバとオンライン結合を行うことの公益上の必要性及
び個人の権利利益の侵害の有無（条例第10条第 1項第2号）について

諮問機関：総務部情報政策課

1 業務概要

・人口減少・少子高齢化社会の進展や市民ニーズの多様化などに伴い、歳入の減少及び業務量

の増加に伴う歳出の増加が見込まれ、行財政を取り巻く環境は今後さらに厳しくなっていくこ

とが想定される。そのような中、市民生活に必要な行政サービスについて、持続的に、かつ質

の高いものを提供し続けるためには、 ICT技術を活用して定型業務を自動化・省力化し、効

果的で効率的な行政運営を実現する必要がある。

令和 2年12月に、国において閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において

も、「AIやRPAなどのデジタル技術は地方公共団体の業務を改善する有力なツールであり、

限られた経営資源の中で持続可能な行政サービスを提供し続けていくために今後積極的に活用

すべきものである」と示されている。

ところで、本市では、庁内の様々な業務において、紙帳票を元にしたシステムヘの手入カ・

登録作業を行っており、当該作業に多くの労力とコストを費やしているという現状がある。そ

こで、 !CT技術を活用して、システムヘの入カ・登録作業を自動化し、業務効率化を囮りた

いと考えている。具体的には、試行利用において効果が見込まれた次の 14業務（各業務の概

要は、別紙資料 1のとおり）について、 AI-OCR(※ 1)及びRPA(※2)を導入するこ

ととしたい。

《Al-OCR及びRPA導入予定業務》

|,、ぐ•:•41・・¥ニ|：．歪翌§,h翠•・;腎し・辺．衣；・竺•．9．.9← 9.・'．9, ．． 9ぐ.gャ心・•·．、・.・・・，.・9`•9•9ヽ i↓し慕？S・ぃ悶屯9簾心務が可釜バC・誓·←、·訊'·.．，．仝1・ ;•·.t .．．̀．・.‘.： ．、;： •. ←... と：●；．．9、9,ぶ；:,' .^ . ・' :‘ '“●い.．.，. ！，；そ；，―；. i,-' •• •• ・:1 ・,. , ・トが9え，い＇、r，噺賣霞＇賢．～ 99,1： i, → 
91汀市税過誤納金口座振込依頼書の入力業務

I:＼燿市税口座振替登録業務 市民文化部税収納推進課

·,~ぐ 市税督促状の公示送達業務

.r4 . •.. 9 • 国民健康保険料口座振替登録業務
健康福祉部健康保険課

|, 5 後期高齢者医療口座振替登録業務
..6 . 

精神障害者手帳申請・進達入力業務
健康福祉部障害者福祉課

7 自立支援医療（精神通院医療）再認定申請・進達入力業務

8 生活保護費支給にかかる収入申告書収受業務 健康福祉部生活支援第 1 課•第 2 課， 児童手当•特例給付入力業務 子ども未来部 家庭子ども相談課

I O 雇用実態調査集計業務 商工観光労働部 企業誘致推進課

1 1 住宅使用料にかかる収入申告書入力業務 都市建設部住宅政策課

1 2 選挙時における投開票従事者等選任事務

13 選挙従事者の債権者登録処理 選挙管理委員会事務局

14 個人演説会会場使用料等の支出命令書起票処理
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※ 1 A I-OCR：紙文書をスキャナーにかけた後、文字情報に変換する「光学文字認識機

能 (OCR）」にAI （人工知能）を活用し、印字された文字だけでなく、手書き文字で

も誤変換が少なく、高い認識精度でデータ化できる技術

※ 2 RPA:普段人が行う定型的なパソコン操作をソフトウェアが代替して自動化するも

の

A I-OCR及びRPAの導入による業務の自動化のイメージは、下記「AI-OCR及びR

PAの導入イメージ」のとおりである。

通常、紙で提出された申請書等については、人の手でシステムヘ入カ・登録する必要がある。

A I-OCR及びRPAを導入した場合、申請書等をスキャナーでPDFデータに変換後、業者

が保有するA I-OCRサーバに送信（オンライン結合）し、文字データに変換する。この文字

データを元に、 RPAを活用し、システムヘの入カ・登録作業を自動化する。

今回、この一連の流れの中で必要となるAI-OCRサーバヘのデータ送信について、オンラ

イン結合の承認を求めるものである。

《AI-OCR及びRPAの導入イメージ（業務の自動化）》

― ．． 馴濾＇一
甲閑告受付

内容確認・審酉

A 人による作業
徴分l1件）

システム検索
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出典：総務省「自治体における RPA導入のすすめ」(2021年 1月発行）
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2 公益上の必要性について（条例第10条第1項第2号）

A I-OCR及びRPAの導入により、次の効果を見込んでいる。

(1)定量的効果

自動化による業務処理時間の削減効果（見込） 年間 1, 2 3 9時間

(2)定性的効果

・入カミスの軽減、正確性の向上

・定型業務以外の業務への職員のシフトとそれによる住民サービスの一向上

・定型作業や誤りの許されない作業の負担軽減

•特定の職員にかかっていた業務負荷の分散化

・時間外勤務の削減

A I-OCRを導入するためには、．申請書等に記載された個人情報を含む情報をオンライン結

合等によりAI-OCRサーバヘ提供する必要があり、当該オンライン結合には公益上の必要性

がある。

なお、 AI-OCRサービスの利用に当たっては、利用約款により、サービス提供業者に対し、

個人情報の取扱いに関する義務（目的外利用禁止、第三者への提供禁止、漏洩等の防止その他

の安全管理措置義務、従業者に当該義務を遵守させる義務）が課されている。

3 個人の権利利益を侵害するおそれについて（条例第10条第1項第2号）

(1) ネットワークの安全性について

庁内情報系システムとAI-OCRサーバとは、専用回線に接続されており、外部のイン

ターネット環境とは切り離されたLGWAN(※3)環境下にある。

※3 LGWAN:自治体間等の情報のやり取りのために特別につくられた行政専用のネッ

トワーク。情報はインターネットから切り離された閉域ネットワークでのやり取りとな

り、一定のセキュリティを設けているため、通常のインターネットとは比較にならない

程のセキュリティが確保されている。

(2)システムの安全性について

A I-OCRサーバヘ送信された申請書PDFデータは、送信後5日でサーバ内から完全に

削除される。また、 AI-OCRサーバ設懺・管理業者においては、セキュリティ対策として

ネットワークペネトレーションテスト(※ 4) の実施、ファイアウォール(※ 5) によるア

クセス制御、 WAF(※6)によるセキュリティ強化、 I P S(※7)による不正アクセス

の検知等の措置が講じられている。

※4 ネットワークペネトレーションテスト：実際に既知の技術を用いてシステムヘの侵入

を試みることで、システムに脆弱性がないかどうかをテストする手法のこと。

※5 ファイアウォール：ネットワーク保護のため、外部からの攻撃を阻止し、及び内部か

らの望まない通信を防ぐシステム

24 



※6 WAF:ファイアウォールの一種で、従来のファイアウォールでは防げないウェブア

プリケーションに対する不正な攻撃を防御するためのシステム

※7 IP S:不正侵入防御システムのことで、不正なアクセスを検知し、通信を遮断する

役割を担う。

(3) 物理的な安全性について

A I-OCRサーバ保有・管理業者においては、物理的な安全管理措置として、 A1-0C 

Rサーバを保管しているデータセンターヘの入館者は最小限とし、入館の際はプロジェクト

リーダーと責任者の承諾を得る等の措置が講じられている。

また、 A1-0C Rサーバを格納するラックは施錠し、鍵を使用できる者を制限した上で、

作業状況を常時監視カメラで記録することとしている。

(4) 補足

令和2年11月4日付2答申第7号により、 AI-OCRの導入に伴うオンライン結合に

ついて承認をいただいた介護保険認定申請情報の登録業務においては、すでに同システムを

利用した本番運用を開始しているが、現時点でトラブル等は発生していない。

4 提供する個人情報の内容

添付資料（帳票様式）に記載された個人俯報（個人番号を除く。）

5 実施時期（個人情報利用期間）

令和 3年6月以降、対象業務ごとに順次本番運用を開始する。
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Al-OCR及びRPA導入対象業務及び対象帳票一覧
． 

業務の概要

..,,・ 

年間処理
No 業務名 帳票名

・件数
所管課

＇ 
.. 

1 市税過誤納金口座振込依 市税の還付について、市税過誤納金口 1 市税過誤納金口座振込依頼書 市民文化部

頼書の入力業務 座振込依頼書をもとに振込口座を業務 7,800件 税収納推進課

システムヘ入力し登録する。

2 市税口座振替登録業務 市税について、市税口座振替依頼嘗を 2 久留米市市税口座振替依頼書・自動

もとに振替口座を業務システムヘ入力 払込利用申込書 5,000件

し登録する。

3 市税督促状の公ホ送達業 宛所不明で返戻された市税督促状につ 3 久留米市（市税）督促状

務
いて、公示送達するため、業務システ

ムヘ入力し登録する。

2,500件

4 国民健康保険料口座振替 国民健康保険料について、国民健康保 4-1 久留米市国民健康保険料口座振替申
500件

健康福祉部

登録業務
険料口座振替依頼書（申込書等）をも 込書（金融機関用） 健康保険課

とに振替口座を英務システムヘ入力し 4-2 久留米市国民健康保険料口座振替受
200件

登録する。 付通知書（ゆうちょ用）
し

4-3 久留米市 国民健康保険料／後期高

齢者医療保険料 口座振替依頼書・ 700件

自動払込受付通知書

5 後期高齢者医療口座振替 後期高齢者医療保険料について、後期 5-1 久留米市後期高齢者医療保険料口座
400件

登録業務 高齢者医療保険料口座振替依頼書（申 振替申込書（金融機関用）

込書等）をもとに振替口座を業務シス 5-・2 久留米市後期高齢者医療保険料自動
150件

テムヘ入力し登録する。 払込受付通知書（ゆうちょ用）

5-3 久留米市 国民健康保険料／後期高

氾— 3 齢者医療保険料 口座振替依頼書・ 550件

と同一 自動払込受付通知書

6 精神障害者手帳申請・進 障害者福祉手帳の新規交付及び更新の 6 障害者手帳申請書 健康福祉部

達入力業務 申請及び進達情報について、申請書を
2,400件

障害者福祉課

もとに業務システムヘ入力し登録す

I・ る．

7 自立支援医療（精神通院 自立支援医療（精神通院医療）再認定 7 自立支援医療費（精神通院医療）支

医療）再認定申請・進達 申請の申請及び進達情報について、申 給認定申請書
9,600件

入力業務
請書をもとに業務システムヘ入力し登

I録する

8 生活保護費支給にかかる 生活保護費支給のため、 3か月毎に被 8 収入状況申告書 健康福祉部

収入申告書収受業務 保護者よリ提出される収入申告書を受
25,000件

生活支援第1課

理し、基幹系システムに雹子ファイル 生活支援第2課

として登録する。

9 児童手当•特例給付入力 児童手当•特例給付の認定のため、児 9-1 児童手当•特例給付認定請求書 2,080件 子ども未来部

業務
童手当の請求者・受給者から提出され 9-2 児童手当•特例給付額改定認定請

2,080件
家庭子ども相談課

る各種申請書の情報を業務システムへ 求書／届

入力し登録する。 9-3 児童手当•特例給付受給事由消滅

届
2,080件

9-4 児童手当 口座変更届 360件

10 雇用実態調査集計業務 商工施策の基礎データとして産業団地 10 久留米市産業団地入居企業 層用実 商工観光労働部

立地企業やオフィス進出企業を対象に 態調査票 企業誘致推進課

実施している屑用に関する調査の結果 170件

について、調査票（回答）をもとにシ

ステムに入力する。

11 住宅使用料にかかる収入 住宅使用料の算定のため、収入申告書 11 収入申告書 都市建設部

申告書入力業務
をもとに収入情報を市営住宅管理シス 3,500件 住宅政策課

テムヘ入力し登録する。

12 選挙時における投開票従 選挙時における投票立会人等従事者の 12-1 承諾書（投票立会人） 選挙管理委員会

事者等選任事務 選任を行うため、承諾書をもとに対象
600件

事務局

者データの作成及び住基データと突合 12-2 承諾書（投票管理者・職務代理者）
し、選任資格の確認を行う． 400件

13 選挙従事者の債権者登録 選挙従事者（市職員・民間）への報酬 13 振込口座申請書

処理
等支払のため、振込口座申請書をもと

1,200件
に財務会計システムヘ振込口座を入力

し、償権者登録を行う．

14 個人演説会会場使用料等 消耗品費、会湯使用料等の支払のた 14 請求書

の支出命令書起票処理 め、請求書をもとに財務会計システム 360件

で支出命令書を起票する。
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市税 過誤納金口座振込依頼書

0遍付會のお編込先は、願則、絹穏●義者ご本人の口厚に隅りますn I【記入日】 令和 年 月
日ー

すべての項目を、もれなSご記入ください。

※必ず控且！ください。（認印で結構です）

- ・→ ．．暑—---

T 

納
住所

税 フリガナ． 
氏名 （.＇ .. ．9、"認..a·―印~"4•. ノ、: ） 

務

者 電話番号 （ ） 

住民コード
令i : ： ： ： ： : ！ I←別紙の還位逼紐量に量いエある,~ 

＇ ＇ i ＇ ： ： ： ， 
’’ ＇ ＇ 「住民コ一ドl吝記入して下さいn

2
7
 

② 
’還付金の振込を希望される口座をご記入ください。

※口座は、納税馨務者ご本人名暮のものをお願いします。
墓務者本人の口座をお持ちでない方は、

「撮讐払出証書（金券）］をお送りいたしますので、
依頼書の返信は不要です。

※納税馨務者が被成年後見人であり、振込み口座を成年後
見人の口座を指定する場合は、成年後見人の証明なども一緒
に添付して、返送して下さい。

② 私に支払われる市税還付金を、下記の口座に振り込んでください。

＊還付金のお振込時期の目安は、右上のしめきりの

約3遍闇犠を予定しています。

＊右上のしめきり日に未着の場合は｀還付金相当額の

「振養払出証書（金券）」をお送りいたします。

届きましたら、ゆうちょ銀行（郵便局）でご換金ください。

＊この依頼書に不備がある場合は、「振替払出証書」を送ら

せていただくことがございます。ご了承ください。

＊今回の還付金を、他の未納の市税に充てることもできます。

久留米市役所市民文化部税収納推進課 電話：（0942)30-9007

銀行・農協・信用組合 支店

信用金庫・労働金庫 支所

金 銀如ードロ， i i 
←ご分記か入る方くだのさみい、。．預金種別

普通

融 店番 ！ ！ 当座
、、

機 口座番号 ！ 9 ': 9 ': • 9 ' : i ←右づめでご記入ください。
．関

フリガナ

口座名義人
• 

※ゆうちょ銀行をご希望の方は、通帳の表紙を開いた下の欄をご覧ください。

『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください』

の後に［店名］［店番l【預金種目］［口座番号］が記載されています。



• r 

久留米市市

冴墜」上
フリガナ I クルメ

久留米

［記入例］

日

口

座

名

義

氏 名

Fllffl申込書
『.

令和 2 年 ↓ 月
- ．  

ゼイタロウ

税太郎

住 所 久留米市城南町 15番地 3

納税義務者（口座名義と同じときは同上とご記入ください。）
| ．  

約税殺務者コード (JJ桁）
w
 

右詰めでご記入くださいし

2
 
3
 

8
 ，
 
。

氏 名 同上
0 9中2

(＊ ＊) 9 * ＊ O 

住 所

＊希望する箇所を0で囲んで

穴：： I蕊：：

女銀行・麟•金庫・信用組台をご希望の力はこちらにご記入ください。

金…`；戸―̀；色竺ば
①普通 2. 当座 3. 納税準備金

7 |・6 ; 5 | 4 : 3 !2 i l 

女ゆうちょ銀旦誓冒亨Iに;:;；□品歪豆三・)

↑゚ご；之三詈戸
預貯金口座から、口照振替により納付

のうえ依頼いたします。

納税
ー・ • --・〒_

口座種別

口限番号

含，¥:全納 ゜
~ ~ 

金融機関受付印

二 I電話番号

検

印

金融1民間記入憫

銀行コード

照

合

こちらの申込書に記入して、提出してください。 （金融機関控）81

久留米市市税口座振替依頼書••自動払込利用申込杏
1．新規 12．解約（ゆうちょ銀行は除＜l|申込日 年 月

フリガナ

日

口

座

名

義

氏

住

名

所

納税義務者コード (11桁）

氏 名

住 所

＊希望する箇所を0で囲んでください．

ー：：動：： I塁ご］

女銀行・農協・金庫・信用組合をご希望の方はこちらにご記入ください。

金融機関名 ， 店 舗 名
銀行・信用金庫

支店•·営業部
農協・信用組合

支所・出張所労働金庫

口座種別 ］．普通 2. 当座 3. 納税準備金

口座番号し l 
！ 
！ i 

i i i 1右詰めでご記入ください．

女ゆうちょ銀行をご希望の方はこちらにご記入ください。

通帳記号 再 通帳番号（右詰めでご記入ください。）
記号

1 I I I 0 

の

＇ 
！ ： ： ， i 

番号

銀行コード I種目コード: I契約種別コード＋ 払込先口座番号 1払込先加入者名

9900 J 166 l 3s 01100-2-1142 I 久留米市

翌：全納
固定資産税

単独分← 共有分

む，9：期別

g,}；期別

,,ヽ
＼？）：全納

9互｝：全納= 

久留米市へ納付すべき市税を上記の預貯金口座から、口座振替により納付

したいので、裏面の確約事項を確認のうえ依頼いたします。

金融機関受付印

戸なる場合にご記入ください。 1電話番;--|

I 
検

印

一

照

・

合

こちらの申込誉に記入して、提出してください。

＊大切に保管してください。

金融機関記入欄

銀行コード

（金融機関控）

（申込者控）
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久留米市督促状
分が未納となっておりますので

早急に裏面の納1寸場所でお納めください。

I .•下の用紙を切り取りご使用ください。
9/ -----•一――- ---------•-------------__-—+---------------,--------------------

久留米市 臼9』|..“；'-召翌，＂’| 久留米市|字|。，ぶば紬 I 久留米市饂関。97盆門各悶2271 

納付済通知書R

調定賦課科目調区ID 納税義務者 通知言番号

期納付 納付額

2
9
 

※本●屯退Hc迅●しま9ので乱たり即9●l1たりしないでください．

予備 CID 

延じじ□□
工ロOD□□P3

納税義務者

通知書番号

納付額

納期限

延滞金

合 計 額

30-8520 
福岡県久留米市城南町15番地3

久留米市役所税収納推進課
電話番号は裏面に記載しております。

昌
ご案内は内側にあります。

酎要なお知らせです。必す中をご覧ください。
詞つている場合は、乾いてからお開きください。

• -• - - - - - - - - --- - - - - - -•一•―. _ ＿ 1 

（こ注麗）金爾を訂正した昌合． Itーコード印字がなし＼璽合又は印字されていても昂取ができない鷹合、伎用爵艮を過

ぎた置合はコンピニエンスストアでは絹付できません． （使用期限 ） 

c心 叫 岬 （ 領収日付印

収納代行会社 1暉ネットワークサービス閥ICNSI

1臨協I襦岡困行久留米営藁邸 I 
上記のとおり通知します．

（久留米市・CV蕊部慄管）

納付書

J

'

 

領収証書

行
＂ 

雷→切

納税義務者

通知書番号

納付額 円

延滞金 円

合計額 ： 円

納期限

領収日付印

喜じおり納1以竺生、
（金しT覆巧 CV蕊＂保雹）

，納税義務者

通 知 書番号

納付額 円

；、

延滞金 円

合計額 ： 円

納期限

！ 領収日付印
） 

.. 効. 

t 

g ス上記のとおり領収しました。

は
99収El
よって
力を生じます．
※お問い合せ

序
収納代行
地銀ネ
ークサ
＂｝ 

（収入印Iii不琴） （郭l99者保濠）



久留米市国民健康保険料口座振替申込書

久留米市長殿

（健康保険課用）

平 成 年 月 日

私は、久留米市へ納付すべき国民健康保険料を、．下記指定預金口座から口座振
替により納付したいので、預金名義人とともに、確約事項を確認のうえ申し込み

ます。

納付I住所

義務者

久留米市 l TEL I 

フリガナ
（世帯主氏‘
名を記入
のこと） I氏名

ー・9i ― 

預 |フリガナ1
， ， 

金
！ 

名
義 l氏名
人

l―ー！ ： 
＇ 

''99 』'' , 9 1 

： ！ ， ， 
＇ ＇ ＇ 

記 号番号| i 
＇ 

' '  9 9 
9 9 

''  9 9 
9 9 

納付．コード
I I I I I I I I 
9 9 9 1 1 1 9 9 

''''''''  9 9 9 9 9 9 9 ,  
9 9 9 9,  9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 ,  

'''''''--'  I I I I I ` I I I 
9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 1 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 

お取引使用印1預金種別
,---、、--``ヽ，ヽ 9 ヽ

’‘‘`  [ 1 l [ 2 l 
`'‘  、,'、、ヽ
‘̀―ー'̀---

9 9 9 9 1 9 9 

' I .  I'I'''I  

！ 口座番号 i i l i i i 
9 9 9 9 9 9 ,  

届出年月日
I I O I I 
9 9 9 9 ,  

o'''I  
9 9 9 9 ,  
9 9 9 9 ,  

→' ヽ '''

←一久留米市役所使用欄

〈特記事項〉 処理日

BK 
口座No. より変更

前回届出年月日 H. [ | | 

上記の預金口座を確認し、国民健康保険料口座振替

申込書を受理しました。

年月日

金融機関コード

'' '  '''  '' '  
'''  '''  

'' ''  
'' '' '' 

（金憩機関で必ず記入してください。）

取扱金融機関名

翁｝
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久留米市国民健康保険料口座振替受付通知書（健康保険課保管）

久留米市長 殿
平成 年 月 日

種目コード¥166¥契約種別コード 128 1振込先口座番号 I01150-3-1836 I振込先加入者名 久留米市

私は、久留米市へ納付すべき国民健康保険料を、下記指定預金口座から口座振

替により納付したいので、預金名義人とともに、確約事項を確認のうえ申し込み
ます。

納 久留米市 TEL 
住所

付 ．． 

義

務
フリガナ 納付コー ド

讐喜
， 

''9 ''  ' 9 ' 

．9 ． 9 

者 i i ＇ 
I 

＇ ＇ ！ ！ ＇ ＇ ！ i ： ： 

｀ 
＇ ' 

， 
＇ ＇ 

： 
＇ 

， 

預 住所 TEL 
金 '~ 

i ！ ＇ ＇ ＇ ＇ 
， I i 

， 
名 フリガナ l ！ ！ i i i ＇ 

l お取引使用印
： ： ： ： : ！ 

義 ＇ 
， 1 ， 

' 

人 氏名

＇ 
， 

の ， 
＇ ＇ ＇ ： 

｀ 

: 
通帳記号 1 ｝ ： 通帳番号 l ＇ ＇ ＇ 

， 

゜ ！ ！ ！ ＇ ＇ 
， 

＇ 
， 

i : i ＇ ＇ ＇ 
届 出年月日
， 9,  

'' : ！ i ！ 
， 

： 
＇ 

i 
—一久留米市役所使用欄

〈特記事項〉 処理日 ． 

口座No.
前回届出年月日

BK 

より変更

H. I I I 
上記の預金口座を確認し、

国民健康保険料口座振替申込
書を受理しました。

象
靭 冤

金融機関コード

, 1, i o l o| i l 
（金懃機関で必ず記入してください。）
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200mm 

」『
7ロ

久留米市
国民健康保険料

後期高齢者医祝保朕料
口座振菩依頼苔・自動払込受付通知甚

怠 106mm

l．新規 I2.解約（ゆうちょ鉗行ば除く） 1申込日 年 月 日

:.．.．.1．．、．、• , 
国民せ康保除料 I納付コードIl ' l ' i ' i ' l ' i ' i ' l l ' l ' 

;-・・2-・--• :' 後 期 涵 斯9者疾ダi保除料 11皮保除謡叫 ； ； ： ． ． ． ． 
〒 1叩譴号・I

納

付
住 所

義

務 フilガナ

者
氏 名

が納,1コード反び被保決者爵91は、約1寸通知力守9こ紀社されています．
（不明な沿合9i.；9)、されなくても条国で丸9

；召n；幻衷片とされる作淡料(1、2)を9うでお囲みくださいa

口 住 所

座

名 フリガ；

義
氏 名

＊ 銀行・股協・金庫・信用組合をご希望の方はこちらにー，；心、くたさい•·
金融民関名 店舗 名

日・信用金叩 I支支所店・営癖部・依Ji]組台 ・出張所
釦919・

ロ！笠 Hi別 iT I.晋通 2、当 Hi

口庄番り・ | i i i i 
： i |ふ砧みでこ叫虚砂．

女 ゆうちょ銀行をご希望の方はこちらにご記入くださむ

訓11

通吸記号 再I 遥係番号（右詰め cご記入ください』

i i | 9) ’°| i i 
： ； ： ： i ： ： 

稲目コ ド1哭約粍jl)コ ド 検目 払込先口疱祐ぢ I払込先加入占名

166 | 28 
O)国保 0175[）-3-1836 l 

久留米市(t後期 101700・ 0--%13441 

久留米市へ約付する国民牡庫保荻料、後期秘せド者医咬保玲料を上記99卯貯金1yy苓から、
ロ投店苔により納付したい；；で、 9嘩砂；；；デ）事項を羅認のうえ依預いたします，

払込開始年月

年月

金琺咲関受付印
金装咲関記入慌l

銀行コード

（久留米市控）

う＇



久留米市後期高齢者医療保険料口座振替申込書（健康保険課用）

久 留 米 市 長 殿 平成 年 月 日

私は、久留米市へ納付すべき後期高齢者医療保険料を、下記指定預金口座から

口座振替により納付したいので、確約事項を確認のうえ申し込みます。

久留米市 TEL 
被．

住所
丁目

保 町 番地
険．．

フ1）ガナ 被保険者番号

者
氏名

． 

！ 
預 フリガナ I I I I I I I i i i I I I I 

．金
お取引使用印＇預金種別名

義 氏名 ヽ~ i 9,`9ヽ,．．．． ，．l .．.．.．.．. ．．． ＼ ．i,・，i 、，．.＂，．．． 2，．．．． ．．．．．． ， ．． ) 人

口座番号 : ’;: : ： : 9 ，: : ： 9 9 • : : ： :: : : : ： .: I : : ： , I : : : ： 

届出年月日

i ： 

ー一久留米市役所使用欄

〈特記事項〉 処理日

．
 

． 

口座No.

前回届出年月日

BK 

より変更

H. 

上記の預金口座を確認し、後期高齢者医療保険料口座

振替申込書を受理しました。

年 月 日 竺
取扱金融機関名

難
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久留米市後期高齢者医療保険料自動払込受付通知書（麒環麟課保管）

久留米市長 殿 年月日

種目コード 11661契約種別コード l28I払込先口座番号IOl700-0-9613441払込先加入者名I 久留米市

私は、久留米市へ納付すべき後期高齢者医療保険料を、下記指定預金口座から

口座振替により納付したいので、確約事項を確認のうえ申し込みます。

久留米市 TEL i 'ヽ.9.''9  .9 , ' .  9 ' 9 • ' 

被 住所

保

険 フリガナ 被保険者番号

者
氏名 .• '.''''''...'' •• '''''''.'''''.'''''. ' ' ' ' ' 

口
住所 TEL -

座' 

フリガナ ''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' ' ' ' '. 
届出印

氏名

！ i の 通帳番号 ： 
''9 9 '＇ ''9 9 .` 'ヽ99 .•• .9 3 9 '''  9 9 9 ' ' 

： 
通帳記号 1 

゜
； 

（右詰） i ＇ ！ 
払込開始年月 年月

久留米市役所使用柵
処理日 ． ． 

BK 

口座No. より変更

前回届出年月日 H. ． . 

ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。

:望―̀
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200mm 

」 」l

久留米市
国民健康保防料

後期高齢者医療保険料 口座振菩依頼舎・自動払込受付通知害

"" 106mm 

゜

l,新規 I2.解約（ゆうちょ衷行は除・く） I申込日 年 月 日

: ヽ、.．1.．、．‘． ’ 囚暉恥澤料 I納付コード 1 i : ． ！ ． i ． i ． : ． ; 、 i i . : 、

; -・・-2 ・-・ ・ :' 後期潟齢む阪療保院和i|i皮保除終号 1 ; : : 、 :． ．． ．． ： , 

T 
1屯麟号I

納

付
住 所

淡

歿 フil:iJナ

若
氏 名

が刹紺コード及び按f'浚者滸号は．納1.I通知＂＇等に記兵されています．
（不明な出合は．；99、されなくても鈷格で丸 9

女n屯"'"とされる保淡料(1.2)をぐでお囲みくださむ

久留米市へ納1すする囚民9比侑保反葬後期,i,•冠者氏疫促険料を上記c”0貯令 11序から．
ロ~担特により納付したいので、煤面も砧，，事項を紺ぷのうえ依伯いたします、

払込開始年月

年月

口 住 所

沌

名 フリガナ

義
氏 ダt.】

女 銀行・点 l弓． is 邪・に用組合をご希望の方は-ちらにご出入ください·•
令哉保関名 店舗名

銀労坦行社碕・・迫伍fi／i,1/用,11金組r,l合C 支支所店・営業部
・出張所

口座柘別 l I.普通 2. 当挫

ロ；；；：＃号 | i ;~ ！ i 
： 

i I.1叫雰＇叫羹恥

女 ゆうちょ銀行をご希沼d)方はこちらにご記入ください．

訓11

通眼記号 再I 通咬岱号（右詰めでこ・記入ください心

： i | 9) のI i ! i ； i i i ： 

釉目コード1哭約i-1'別コード 種目 払込先□沌祐号 I払込先/JIJ入者名

166 | 28 
(i)国保 l 0175[）-3-1836 l 

久留米,j;
(a)後期 101700-0-0613•141 

金阻恨閲受付印
金阻保1乱出入恨l

（久留米市控）



1 精神保健福祉センタ— I
障害者手帳申請書

福岡県知事殿 平成年用 8

私は、次の事頂 (OE/J)について申謂します。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の

〔1:--新規交付 2.更新 3.障害等級変更 4.都道府県間の住所変更による交付〕

（甲請項目の番号をOE/Jで囲んでください。）

フリガナ
ヽ

年齢 生年 月 日

由請者
大正

印 歳 昭和 年 月 日
氏名※ 1 平成

フリガナ 電話番号

(〒- ） （ ） 
申請者

住所
久留米市

ヽ

個人番号 I I I I I I I I I I 
フリガナ 申謂者（本人）との続柄

腐ii 
家族の 父・母・兄弟姉妹・祖父母

氏名 ’’  その他( ） 

フリガナ 電話番号※2

（〒ー） （ ） 
腐合 家族の

久留来市，住所※ 2

＾添
1，医師の診断雹（手帳用）

0付 2.年金証轡等の写し（ 級） ・同意書
印書・ 3.特別障害給付金受給資格者証等の写し（ 級） ・同意書
シ類

. 4.写真（縦4cmx横3cm)

既手存帳手番帳号の '''.' ' ' 
''': ''': 、'': : , ' ' 既有存効手期帳の限 1平成 年 琴叫累帽I級

＇ ＇ ＇ 
， 

フリガナ ‘ 甲謂者（本人）との続柄

提『』
氏名 本人・父・母・兄弟姉妹・祖父母

※1 印
その他（ ） 

フリガナ 電話番号※2
（〒 ） （ ） 

住所

※ 2 

備~老 受付市町村名

（特記事項なとがありましたら、記動してください。）
久留米市

認定日 市町村受付印

, ... ． 
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様式第9号（第8条関係）

自立支援医療費（精神通院医療）支給詞定申請書

（新規・再竪定・変更•他県からの転入・再発行（理由： )〕※ 1
フリガナ 生口 B.

’ 
受診者氏名 性別 男・女 年齢 ．燦 明•大·昭•平 年 巨 E| 

喜障 フリガナ
(T ） 

電話番号＇・ 要診者住所 •' 
児 :... ’̀.. -

涸人番号 ’̀'介"JI I | I | l l l I | 
フリガナ 受診者との 父 母 祖父母

妥診 保護者氏名 れ関係かに（い0ず) 兄弟姉妹•その他（ ）．． ， 
フリガナ

gi 保護者住所．．
(T,  - )  ．． 霞話番号

※2 久留米市・
※2 

保護者個人番君 J.. I | | | | I l I I I.. 
保険の種類・ 健保（本労人災 ・家族）、 国保（一甲般講・・中退）職本人・還職家族）、．船保（本人・宗族）、 各種共渋（本人・家族）、

•※3 ， 老保、 、生保（受給中・ 、その他（

＇ I 
受診者の被保険者証

． 保険者名の記号及び番号

.受診,•者の加と入同者一保険

の受加診者入者と個同一人番保号険 I I I I I I I l I I I 
該当する所得区分

生保 ， 低 1 . 1話2 . 中問 1 . 中間2 ・一定以上 璽継度続か※つ4 該当・非該当・未田謂、※4

渾晉年金等 ※5 無 1 有／（種類：’ ： .) 

身体保障健害福者祉・手精帳神番隅号雹者 i i ! I I 'I I . I 有手効帳期の限 I 年 用 司悶誓 I 級

塁受援る凜診指医護局定療を恵機希業自・訪関望立者す支問を

種別 医療機 関 名 ・ 所 在 地 、 電 話 番 号 ' 変更の時
．・ ・・，

追加・削除
--------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------••------------------ -・"-------------

追加，削除
含む） ----------..:--------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------”"．．．．．．．、・・・----
種別には、病． 追加・削除
院・診療所、 -----------------------------------”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

幽•一~―――----·—“'---
だ薬アをさ問、記訪入い、デ。問しイ番て※ケ護6 く

．．．  . .'  
追加・削除

-----------
--------------------------~•--〒----·--------…•--------------------------------------------------------------------尋--••---------- ----・--・-------・..

追加，削除'＇ 

受給者番君 ※7 ！ '9 1.'1， , , ' I ； I l 既有存効の期受限給者※証7の 年 用， 日

治療方針の変更 ※8 有 無 前年度※診8断、'書※の9添付 有 無

私は、上記のとおり、自立支援医療賣の支給を申請します．

甲謂者氏名 印※10
~. 

年 用 曰 ．福岡県租神保健福祉センター所長 殿

1積神保健福祉センター1

•. 
．．
 一-．

 
自治体記入欄（再発行の場合は、受付市町村名のみ記載してください。）

受付市町村名 久留来市

前回所得区分 生保・ 低1 ・低2. 中問1 ・中間2. 一定以上 ．重度継か続つ ・ 該当 ， 非該当 ・ 未申請

令回所得区分・ 生保・低1 ・低2 :中間1 ・中閻2. 一定以上 重，継度か続つ 該当・非該当・未申請

所得確認塁類
個人香号 市町村民税課税証明蜃 市町村民税非課税証明言 標準負担額減額認定証

生活保護受給世帯の証明薔 ．その他収入等を証明する雹類（ ） 

前回の受給者番号 令回の受給者番号

診断霰の提出 医療用 (1年目） 医凛用 (2年目） ・・手帳用 (1年目） 手恨用 (2年目） 手帳で新規

認定日 セ環ノ神タ保ー健受福付祉印 市町村受付El]

備 考

．． ， 
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様式第 23号（第3条）
福祉事務所受付印 収入状況申告書

福祉事務所長殿

申請者住所

ケース番号

町

氏名

令和

私の世帯の総収入について、次のとおり申告します。

1． 働いて得た収入

働いている人の氏名

仕勤め事先 （会の社名阿） 谷等

日 給

働いた 日数

年 月日

⑲ 

必
今月 見込額

必 必要、

収
（ ） （ ） ( )  

月．I．J 7 月分
（ 

入 3 
） （ ） （ ） 

ケ 8 月分
額 月

（ ） （ ） （ ） 

分 ， 月分
（ ） （ ） （ ） 

2. 働きによらない収入

種 類 有・無 受給者（仕送り者） 収 入 額

年金、手当、恩給等 有・無

生命保険給付金、保険金等 有・無

仕 送 り 有・無

財産収入（土地・家屋の賃貸料等） 有・無

そ の 他 有・無

日---3. 働いて得た収入が無い人（義務教育終了前の人については記入する必要はありません。）

氏 名 理 由（該当するものを0を囲んでください）

病気 老齢 障害 失業 在学 育児 その他

病気 老齢 障害 失業 在学 ~育児 その他

病気 老齢 障害 失業 在学 育児 その他

（記入に当たっては裏面の注意をよくお読みください。） 担
当

この申告書は 月 日までに、福祉事務所へ提出してください。 者
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三 戸児童手当•特例給付認定請求書↑
久留米市長あて

※の欄は、記入しないでください。記入押印に代えて 署名することができます

. 1-！久留米市‘
呵• 詈

※認定番号

年
一
年

月日

月分から

⑲・ 
TEL（携帯可）

口久留米市内

ァ．厚生年金等
ィ．公務員 （勤務先：
ゥ．．国民年金または生活保護
・（請求者の被扶養者含む）

ァ．厚生年金保険 イ．私立学校教識貝共済
ゥ．地方公務員共済・エ．国家公務貝共済

＊ウ・エの場合の動務先

（ ）  
ォ．国民年金または生活保護
ヵ．その他 ( 

＊公務員の方は、職場にてご申請ください。

，所

口請求者と同住所

39 

別居 無 維持 ， ． 

令和•平成 I 口配偶者と同住所 .. 
有 I l□同居父母

同居 同一

別居 無．．會 維持

＇ 
． 

令和•平成 I 同居・
口配偶者と同住所 有 同一-

| 1口同居父母

別居 無 維持

＇ 
． 

令和•平成 I 同居
口配偶者と同住所 有 同一．

I I□同居父知、

別居 鉦‘"` 
維持

く市使用欄＞
※不足書類に］通帳（写） 口健康保険証（写） 口申立書等（別監・養育•他 ，） ロマイナンバー（配偶者・児童）

くメモ＞

□出生

口受給者変更（＊）
※認定事由等l

口公務員退職（令和

口その他(

＊前受給者氏名（
田主丸 I 北野

※受付者
受付印

口転入( ）市・町より

口所得による変更（＊）

年 月付） ・・・前勤務先（

)、

月分まで

城島 三瀦

）より 月分まで

） 月分まで
高牟礼 I千歳 I 本庁 情報連携 「 荷克甫す

回案内済
口受付済（受給中）
口該当無し'

児扶手続（配偶者無しの場合）

口案内済 ．ヽ‘
口受付済（受給中）
口支給要件非該当・（理由



本庁 I田主丸 I北野 I城島 I三瀦 I耳納 I 筑邦 I 上津 I高牟礼 I千歳

児童手当•特例給付 認定番号―

額改定認定請求書／届
·············································•·· 

特記事項
久留米市長あて

.................... ·•·.··....... -. -...... -...... 

届出日 令和 年 月 日 1 改定年月 令和 年 月分から

特別児童扶養手当 児童扶養手当
（フリがナ） 口案内済 口案内済

受給者氏名
印 口受付済（受給中） 口受付済（受給中）

口該当無し 口要件非該当（ ） ..... 
昭和

生年月日 電話番号
平成 年 月 日

,, 

住 所 久留米市

増額または減額の別 増額 ． 減額

増額した理由
ア出生

イ その他 （ ） 

ア監護しなくなった オ 児童と同居しなくなった
イ 生計を維持しなくなった （離婚協謙中）

減額した理由 ウ 生計を同じくしなくなった 力 対象児童が死亡した
工 児童福祉施設等への入所 キ 国内に住所を有しなくなった

又は里親等への委託 クその他（ ） 

事由の発生した年月日 令和 年 月 日

(J IJがナ）
有監の無護

.,．．．．．．.. 
~, ヽ ・ （別~’~ ·~ ~ ~ 居~’~ 個~~ • の~．人．,場~~』a番べ’ 合.号←の~~・, み·~~ ~ 9 ）9 ~ ‘ 9 『・' ~ :.  

生年月日 続柄 同居・別居 ••• 生計• • 
児童氏名 の別 . 

.. --. --•,•..... -...... -... -............. 
平成 同居 有 同一
令和 別居 無 維持

····-·······--··-•···············--·-·· 平成 同居 有 同一
令和 別居 無 維持

.．．.. ---・ • ・ • ・ • --—ー・ー・—.．．．．..．-• ----..・
平成 同居 有 同一
令和 別居 無 維持

・ • 

児童数 人→ 人

受付印

現況届 提出済・未提出・不要

◎ 太枠内を記入してください。
◎ 記名押印に代えて、署名することができます。
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本庁
！ー田主丸

北野 城島

~
~
．
 

三瀦 耳納 筑 邦 上津 I 高牟礼
，千歳

児童手当・特例給付

受給事由消滅届

認定番号

特記事項

久留米市長 あて
, -： 9 9 9, 9,.,. 99 9 9ヤ999 9 9,．． 9 ・| 9,.99 9 ---
9 ・’・ 99’91',＂＇：，＇99, 9, ； 4豆似i99 :'’‘’r 

心ぶ： :9:;;:,• 9•一 99 -•^ 9,- ，・,9, l ・ 9・、9,99 9, 9, r'・ • 
!,＇9, h 1社：り1・_，9 9, 9 、•,． •9 9, ＇・'’’'",＇-，;:,r;,．叱、9,'l1,;紅|

，届出庄：！9［ 
， ＇ ’’:99,:9A1. t. 9,,9'9 9’’'ヽ99叫 ・”91, ・ 

日'9,i¢;9’―・ l'9 9炉，，4’‘
令和年月 日

,'・, • • 9, d 9 9 9 ii99’’9・, 3，し1・'’’‘’"
9,9請紐月9,；:＼令和

：̀,＇,999,'，¥，9 1 •!; •: :＇9 ;'！〖砂：．
＂，り・’,、9,」,9,.，9,！,9’l

9:’'（ウリけ:・ナ），＇し1’’’’;, 9, 9」.．・’’l,．9,，9:9:, 9,: 
，｝礼＇，＇，'t，i,99,＇’・f93 ̀  ：i 

，＇、〗＇：色：1,； ：9：1，；：＇忍；：： ：9：’9  

:9 1 J -------------：こ；；j'：’91 
9 9%9,9 • 印 [1虹藍笞ド'i:

,' .., 9, ．9 9，ぷ，ヽ9, 9,9●,,:、 9 9’,9,； :9 :9,！l i¥＇ル， ＇！ f村阻I
’’’9,,.,',.’• 9 9’’'1,＇ l:9:: l,9,'9,1 ',.•, 9,• I燦,9. L, ' ,•9 9,91 •9,9,9,.., ・,．． 

'：国五］〗悶 年 月 日 夏蘊嵐扇
、99:i』,；寸，＇i[，，9::＄＇r ]＇；：：，，1(紺蔀I冽，汎．I

．99 9 1, 9, 9:'・ 9. • I,1.＇’99 1 1, ：，；，i l~ 
:f,!'9,！j，!＇・；！l・,1，:! f・i,;！呼・19,t:！
9 『'，9,＇・,.9,:， 

99l:’:iぽ！訊’9靡・,匁[i久留米市
A "凶＼＇i，9’[J 9, ;: 1 9i; ;i9[！ i ! ！: 1;i9 

年 月分まで

ー 受給者が国外又は他の市町村（特別区を含む）に転出した

£
 

じ至
-
t
、̀
t
刀羹

i

事一
の
た

汲

っ
、
•
な

そ

く

バ
い
な

う

し

こ
に
護

蛋

監

面児

ァ

イ

ウ

エ

オ

生計を同じくしなくなった

生計を維持しなくなった

死亡した

その理由

/

l

 

児童福祉施設等への入所又は里親等への委託

3 受給者が死亡した

受給者を変更した（

受給者が児童と別居することとなった（単身赴任の場合を除く）

l

/

 

---9 
9,＇事由の発生した．，.ー.,,' 

"" ．．＇，＇・'’’',. r.., r 9:• 99 9,. ． 
,．．．,.,. ; 1凸：,,,,,,,

‘̀J. 

令和 年 月 日

随時払 月分 月分

受付印

現況届 提出済・ 未提出 不 要

◎

◎

 

太枠内を記入してください。

記名押印に代えて、署名することができます。
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I本庁1田主1北野1城島1三瀦□I筑邦1上津1高牟1千歳I

児童手当『口座変更届』

久留米市長 あて

．． 認定番号

届出日 令和 ・年 月 日

（フリがナ）

受給者氏名
印

； 

※代理人の場合はご記入ください。
代理人氏名（ ）線柄( ） 

•生年月日 霜 年 月 日＇

電話番号

銀行 支店

金融機関名 金’庫 営業部
組合 出張所

口座種別 1.普通預金 i 口座番号 I 

受給者名義の通帳コピー貼付
（銀行氏名口座番号の記載ページ）

◎記名押印に代えて署名することが出来ます。・
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久留米市産業団地入居企業雇用実態調査票

●調査の 回答にあたって●

1.令和 2年12月1日現在の状況を記入してください。

2.調査票の質問については、「産業団地名」内の事業所についてのみ記入してく
ださい。市内及び市外に、他に事業所がある場合、その分は除いてください。

3.調査票の中で（※）とあるのは、下記に定義する内容とします。

(※ 1)パートタイマー… 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通

常の労働者の所定労働時間に比べて短い労働者

(※ 2)契約労働者…専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇

用し、雇用期間に定めのある者

(※3)派遣労働者…労働者派遣法に基づく派遣元事業所から派遣された者

企業名／

記入者／役職 お名前

連絡先／TEL FAX 

Email/ 

「産業団地名」内で働く労働者は何人ですか？

また、そのうち久留米市内在住者は何人ですか？

下記の内訳によりご記入ください。

一般労働者（正社員、正規職員） 人 （うち市内在住者

パートタイマー(※1) 人 （うち市内在住者

契約労働者（契約社員）（※2) 人 （うち市内在住者

派遣労働者(※3) 人 （うち市内在住者

その他の労働者（具体的に 人 （うち市内在住者

合 計 人 （うち市内在住者

※合計のうち外国人 ⇒ 人

ご協力ありがとうございました。

人）

人）

人）

人）

人）

人）

なお、ご回答いただきました個々の内容につきましては、雇用人数把握の目的以外には使用いたしません。
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様 i
i 

L -----------------------------------------------------~ -------」

提出
令和年月日

年月日

名義人 印
氏名

世帯 | I CD 

（注意）機械読込みを行うため、この灰色と同色の太枠の箇所のみに記入をし、文字、数字が枠外に出ないようにしてく
ださい。また、灰色の色がついていない箇所に絶対に書込をしないでください。

第15号様式（第15条関係）

久留米市長あて
収入申告書

住宅
CD 

入居年月日

自宅電話
番号

携帯電話
番号

令和年月日 入喜｝

勤
務
先

名称

電話

久留米市営住宅条例第15条第1項の規定に基づき、前年(1月1日～12月31日）の収入を次のとおり申告します。
••--

氏名 障害者控除』 名義人 寡婦
N 

住民CD 1 年齢【基準】 との
老人 特定

寡夫 年間所得額（円）

゜ ※処理欄 I生年月日 続柄
控除 扶養 一般 特別 (9) 

名義人

I 
| 

0 i i 1 l i ’ I l l I l | 
＿ ~ 

I 9 ・ l 

2 
I ！ i ！ l -1 I I I I | 

I 

3 
| 

l | I l I ''’'： .' ' ： ’ ' I | 
＿ ~ 

4 
I 

！ I l i ！ I I l ! | 

5 
I 

''''''' ' ' ' ' ' I ! i I I 、9I 

I囀””'――●●!UI匡

、;;. 1・炉i‘

生年月日 続柄 障害控除 淡ヒ記記盤白菱1こll!l違いがな吐註
大昭 ば，酉堡証囲萱は杢憂文士．

1 
平令

職※は昨、転別年職途か等書ら収類現入添在状付ま況でがのが必間変要にわで就っすた職。場・退合
※ I ''’',., ' ' ’ ' ‘'''!.’ ' ' ' , i ！ i i 

！ ！ ！ ＇ 

2 
大昭 ※は上、別記途と手同続居き者がが必一要致でしすな。い場合
平令

※ ！ ''''9i.' ' ' ' , , '''’9,.' ' ' ’ , , I I I l 
※収入申告書を提出されませんと、
収入の認定ができませんので来年度

ヽ の家賃が民間賃貸住宅と同程度の家
大昭 賃になります。

3 
平令 ※記入の仕方や添付資料について

※ i : ''''9 '•'''''’'~‘ ''''''● ' ' ' 9 ' ' I I ！ i 
は、別紙の案内をごらんください。

： ： 
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承 諾 書

年 月 日執行の 選挙に

おける投票立会人に選任の旨ご通知がありました

ので承諾します。

なお、私は特定の候補者の正規の運動員ではなく

投票立会人就任に伴い投票の公平性をそこなうお

それはないことを申し添えます。

年月日

住所 久留米市

党派

笛し氏 R
 

生年月日

電話番号

年月日

久留米市選挙管理委員会

委員長 殿

投 茜示 区 名簿番号 名簿照合者 受付年月日 受付者
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承 吾
n右 書

私は 年月 日執行の 選挙における

投票区の に選任されることを承諾します。

年

所

住

月 日

笛し氏 ＠ 

生年月日

久留米市選挙管理委員会

委員長 殿
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I債権者Nol | | | | 1 | 

下記のとおり、

振込口座申請書

の振込口座を申請します。

年

〒ロニ]-| | | | | 

月 日

住所

フリガナ

氏名 印

TEL ()  -

金融機関名
銀行・信用金庫

信用組合・農協

支店

支所

預金種別 1：普通 2：当座 3：貯蓄

口座番号 I | | | | | | | | （右づめでお願いします。）

フリガナ I. -| 1 ! ！ ！ ！ ！ ！ ！ ! ！ I I -|--| • I 
ロ座名義

※通帳（表紙裏面）の写しを添付してください。

支店名、口座番号などが記載されていること。

※ゆうちょ銀行の場合は、別途読み替え後の店名 (3桁の漢数字）、預金種別、

口座番号(7桁）を記入してください。
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請 求書

金額 I 百億I十億I億I千万I百万I十万1] ］ ] ］ ］ 
（金額の頭部には¥をお書き下さい。）

上記の金額を請求します。

（猜求先）

久留米市長

年月日

T 

住所

団体名

フリカ・ナ

氏名

TEL ( 

| | 1 |-1 J
 

印

‘,＇’ 

件名

支払方法 次のいずれかに0をつけてください。

1 :口座 、 2:現金

＊口座撮讐を希望される場合は、下記の事項を記入してください。

金融機関名
銀行・信用金庫
信用組合・農協

店
所

支
支

預金種別 1 ：普通 2:当座 3:貯蓄

口座番号 I |（右づめで記入。）

フリガナ

口座名義

（通帳のとおりフ l漠字でご記入ください。

リガナも記入

（注）1会社その他の法人については、法人名および代表者名を記入してください。

2 口座名義の記入例 1カI)1クIル1メI力I疇 1ッ1キ1 | 1 1 
3 現金払いについては、出納室よりはがきでご案内します。
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2農委第 26 3 9号

令和 3年 3月 10日

久留米市情報公開・個人情報保護審議会会長 様

'，．-でへ”●●~"'.'."..:-:-"•·
, • !,＇ ，9＇̀＇. 

• 9 :9-i,・ マ..、:i9, 

久留米市農業委員会 ， ． 
し： 1,  ： ： ! :i: I H i.,.;,.,,: ;,' 

会長笠幸夫 ］ ：： •’, 9 ’ 
・, :・ :．可：•｛i: ・.：・: 

1. ・、.

i !’・ 
・・ ・ • ・ ・ ● 9,,.，’・. •一••

i'.・ : i 曹•一·"
→ 9 9』 9• • 9.....，・ •. 99 - ~• ●● ～冑＇・，:．

諮 問 書

久留米市個人情報保護条例第24条の規定により、下記のことについて貴審議会の意見を求めま

す。

記

独立行政法人水資源機構からの求めに応じた農地台帳上の情報の提供について

ー

2
 

農地台帳上の情報のうち、殿地所有者、農地に設定された賃借権等の権利者及び耕作者の住

所を外部提供することの公益上の必要性の有無（条例第9条第3項第4号）及び当該外部提供

に係る本人通知の省略の適否（条例第 9条第4項ただし書）について

農業委員会が保有する農地台帳上の情報をオンライン結合等（磁気記録媒体）により提供す

ることの公益上の必要性及ぴ個人の権利利益の侵害の有無（条例第10条第 1項第2号）につ

いて

49 



【諮問案件】

独立行政法人水資源機構からの求めに応じた農地台帳上の情報の提供について

1 農地台帳上の情報のうち、農地所有者、農地に設定された賃借権等の権利者及び

耕作者の住所を外部提供することの公益上の必要性の有無（条例第 9条第 3項第4

号）及び当該外部提供に係る本人通知の省略の適否（条例第 9条第4項ただし書）

について

2 農業委員会が保有する農地台帳上の情報をオンライン結合等（磁気記録媒体）に

より提供することの公益上の必要性及び個人の権利利益の侵害の有無（条例第 10 

条第 1項第 2号）について

諮問機関：農業委員会事務局

1 業務概要

今般、久留米市農業委員会は、独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。） （※ 

1) から、筑後川下流用水地区の次期事業(※ 2) に向けた調査に必要であるとして、

久留米市農業委員会が作成・保有する農地台帳上の情報の提供を求められている（資料

1)。

機構としては、次期事業として、機構が管理する施設の老朽化対策及び地震対策を検

討しており、その事業計画を作成するに当たって、受益地面租及び土地改良法第 3条に

規定する土地改良事業の資格を有する者を正確に把握しなければならず、そのためには

農地台帳上の情報が必要であるとのことである。

提供を求められている農地台帳とは、農地法の規定により農業委員会に対して作成が

義務付けられているものであり（農地法第52条の2。資料2)、久留米市農業委員会で

は、全国農業委員会システムを用いて、約 9万 7千筆の農地情報並びに付随する所有者、

賃借人等の権利者及び耕作者の情報を保有、管理している。その主な記録事項としては、

農地の所在、地番、地目、面積並びに所有者、賃借人等の権利者及び耕作者の氏名及び

住所等である。

土地台帳上の情報のうち、農地の所有者、賃借人等の権利者及び耕作者の住所を除く

情報については、農地法により一般に公開することが求められていることから（農地法

第52条の 3。資料 2及び資料 3）、これらの情報の外部提供については、久留米市個

人情報保護条例第 9条第 3項第2号を根拠に行う。

今回、法令により公開することが求められていない、農地所有者、賃借人等の権利者

及び耕作者の住所情報を外部提供することについて、公益上の必要性の有無をお諮りす

るものである。

また、農地台帳上の情報を機構に提供するに当たっては、迅速かつ正確に提供する必

要性から磁気媒体による提供を想定しているため、このことについて、併せてオンライ

ン結合等の承認を求めるものである。

※1 独立行政法人水資源機構：水資源開発促進法の規定による水資源開発基本計画に基

づいて、水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を

行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対して、水

の安定的な供給の確保を図ることを目的とする事業主体である。
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※2 筑後川下流用水事業：福岡県及び佐賀県にまたがる筑後川下流地区においては、か

つて、農林水産省が、農業の近代化及び農業経営の合理化を図ることを目的とした国営・

の土地改良事業として、約 34, 800haの農地を対象に、大規模な用排水系統の再

編成、淡水取水の合理化及び用水不足の解消のための事業が行われた。

昭和 56年 10月に農林水産省から当時の水資源開発公団（現独立行政法人水資源機

構）に事業が承継され、平成 10年 3月に完成した。平成 10年4月から管理業務が開

始されて現在に至っている。当該事業は一度完成されているが、今回、機構が次期事業

の検討を行うために調査を行おうとしているものである。

2 提供する個人情報

・農地台帳上の情報（資料 3)

・対象地域（町名等にて表示）

梅満町、津福今町、津福本町、野伏間、西町、荒木町、安武町、大善寺町、城島町、

三瀦町

・対象箪数約 30,000筆

・対象者数約 8,000人

3 外部提供を行うことの公益上の必要性（条例第 9条第3項第4号）及び当該外部提供

に係る本人通知省略の適否（条例第 9条第4項ただし書）について

(1)公益上の必要性について（条例第 9条第 3項第4号）

機構が検討している次期事業は、水路等の施設の老朽化の対応や、大規模地震への対

策を行うことであり、地域一帯の震災時の被害を最小限にとどめるためには、次期事業

に向けての検討を行うことが必要不可欠である。｀

そして、機構が、その所有する水路の老朽化対策及び耐震化を行った場合、水路系統

を同じくし、土地改良区が保有する水路へも影響が出るため、次期事業に向けて機構か

ら土地改良区に説明を行う必要がある。

そのためには、機構において、受益地の土地情報及び土地改良法第 3条に規定する資

格を有する者（土地改良区の組合員）の情報が不可欠であり、外部提供をすることにつ

いて公益上の必要性がある。

(2)本人通知を省略することの適否について（条例第 9条第4項ただし書）

通知を要する対象者数が膨大であり、事務処理に相当の負担が生じると考えられるこ

とから、本人通知を省略することとしたい。

4 オンライン結合等（磁気記録媒体による提供）の公益上の必要性について（条例第

1 0条第 1項第 2号）

関係農地の筆数及び関係者数が多く、紙媒体により情報提供を行った場合、機構にお

いて保有する情報システムに入力する際に誤入力が多数発生する可能性がある。また、

前述のとおり、農地台帳上の情報はシステムにより管理しているため、当該データを紙

媒体に落とし込む作業及び提供後、機構によりシステムに入力する作業に多大な時間を

要し、機構による迅速な調査検討に支障が生じる。
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以上から、磁気媒体により情報提供を行うことについて公益上の必要性がある。

5 個人の権利利益を侵害するおそれについて（条例第 10条第 1項第 2号）

情報提供に際しては、パスワードを設定したエクセルデータをCD-Rに記録し、殷

業委員会事務局職員が機構の事務所に持参することで、情報提供を行う。

個人情報の取扱いについては、機構と協定を締結し、次の条件を付する。

(1) 個人情報を取り扱う上での秘密の保持

(2) 個人情報の複写及び複製の禁止 等

また、提供された個人情報は、インターネットに接続されていないパソコンに保存し

た上で、パソコン本体にも物理的な盗難防止措置を施すことで、情報漏洩を防止する。

CD-Rについては、データを読み込んだ後、農業委員会事務局職員が引き取ることと

なっており、また、読み込んだデータは、事業計画が施行される令和4年度から10年

間の保存期限があるため、令和14年度中に削除する予定となっている。

上記のように、個人情報の取扱いについて万全を期しており、当該オンライン結合等

が個人の権利利益を侵害するおそれはないと考える。
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“‘ 

久留米市農業委員会会長

笠幸夫殿

E王］

筑下用第 6 5 号
， 

令和 3年 1月2013

独立行政法人水資源機構

筑後川下流総合管理所長北村達

筑後川下流用水地区次期事業に向けた調査の実施に係る資料の提供について（依頼）

日頃より水資源機構営事業に特段の御高配を頂き、ありがとうございます。

当管理所では、筑後川下流用水地区の次期ヰ業に向けて、受益面積、三条資格者、環境、経

済効果等に係る調査を実施しています。

これらの調査にあたり、貴役所が保有されるデータ等の資料が不可欠でありますので、下記

項目の資料について提供をお願い申し上げます。

なお、提供頂きました個人情報に関しては、適正に取り扱い目的外には使用しないことを申

し添えます。

1.必要資料（提供形式）、対象範囲

別紙①、②のとおり

2.使用目的

記

受益面積、三条資格者、経済効果算定及び環境配慮の基礎資料整理等のため

3.提供期限

令和 3年 2月末を目安にご協力願います。
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9企

別紙①

必要資料（提供形式）一覧

資 料名（提供形式）． 内 容

農地基本台帳データ (Excel形式） ・一式、必要項目は〈参考〉による。

オルソ画像データ ー式

， 
市［町土地名情、報大字］、字、地番、登記地目、登記地積、

地図情報 (Shape形式） 現［況関地係者目情、・現報況】地積、農振法区分名称

所有者（氏名、住所）

経営所得安定対策等交付金に係る営農計画書データ 5 カ年分ー式 (H27~~1)(Excel形式）

認定農業者名簿 (Excel形式） •一式

人・農地プラン (Excel形式） ． ー式

田園環町境別整と備なマスタープラン ・ ． 
． 

「旧 っている場合は関係町別、以下同じ」 最新時点
（電子データ又は紙ベース）

一~~

99農（電業子振興デ地ー域タ整又備は計紙画ペ書ース） 最新時点

水田フル活用ビジョン
、（電子データ又は紙ペース）

最新時点

ヽ

農業電経子営デ基ー盤タの強化の促進に関する基本的な構想
（ 又は紙ベース） 最新時点

酪農・肉デー用牛生産近代化計画書
（電子 夕又は紙ベース）

最新時点

その他 平成19年4月～平成31年3月までの転用届（または
（電子データ又は紙ベース） 転用筆が分かる資料）

~. 

'※電子データは、「Excel、Word、一太郎、 PDF、Docu川orks」のいずれかの形式にてお願いします。
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! 9 

別紙②

・対象範囲一覧

・・・で・,．：...：：：？甑市名i( ., ., ; ：...3.  • •こ· • ，；9.，方町村名 ＇ ．． ：；：戸'’し、1::・・::':-,:・: .夭蜂~に,. ；ぷ~――

久留米市 荒木町
．． 

荒木 ， 

久留米市 荒木町 今

久留米市 荒木町 下荒木

久留米市 荒木町 白口

久留米市 梅満町

久留米市 城島町 青木島・

久留米市 城島町 芦塚．

久留米市 城島町 浮島

久留米市 城島町 内野

久留米市 城島町 ．江島

久留米市 城島町 江上

久留米市 城島町 江上上

久留米市 城島町 江上本

久留米市 城島町 大依

久留米市 ｀ 城島町 上青木

久留米市 城島町 下青木

久留米市 城島町 下田

久留米市 城島町 城島

久留米市 城島町 四郎丸

久留米市 城島町 楡

久留米市 城島町 ・西青木

久留米市 城島町
・・

浜 ． 
久留米市 城島町 原中牟田

久留米市 城島町 六町原

久留米市 大善寺人櫂i
久留米市 大善寺町 黒田

久留米市 大善寺町 中津

・久留米市 大善寺町 藤吉

久留米市 大善寺町 ． 官本

久留米市 犬善寺町． 夜明

久留米市・・ 大善寺南

久留米市 津福今町

久留米市・ 津福本町'

久留米市 西町

久留米市 野伏間 l 

久留米市 三瀦町 生

久留米市 三瀦町 壱町原

久留米市 一瀦町 清松
久留米市 一瀦町 草場

久留米市 三瀦町 高三瀦

久留米市 三瀦町 田）I/
久留米市・ 三瀦町 王満

久留米市 一瀦町 西牟田

久留米市 三瀦町 早津崎

久留米市 三瀦町 原田

久留米市 三瀦町 福光

久留米市 安武町 ．住吉

久留米市 安武町 武島

久留米市 ｀安武町 安武本
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圏

■農地法

（農地台帳の作成）

第五十二条の二 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農

地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地こ，'とに次に掲げる事項を記録した農地

台帳を作成するものとする。

その農地の所有者の氏名又は名称及び住所

ー その農地の所在、地番、地目及び面積

＝ その農地に地上権永小乍権、 権、使用 町こよる権利、 叫潅又はその他の使用

及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、これらの権利の種 及

び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び主所並びに借賃等（

四十三条 二項において読み替えて準用する 三十九条 一項の裁定において定めら

れた補償金を含む。）の額

四 その他農林水産省令で定める事項

（農地台帳及び農地に関する地図の公表）

第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二

条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項（公

表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないも

のとして農林水産省令で定めるものを除く ）をインターネットの利用その他の方法に

より公表するものとする。

2・3 （略）

■農地法施行規則

（農地台帳の記録事項）

第百一条 法第五十二条の二第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。

ー その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号

ー その農地に使用 借による権リ 昔権又はその他の使用及び収益を目的とする権

利が設定されている場合にあっては 当該権利が次のいずれに該当するかの別

イ 法第三条第一項の許可を受けて設定又は移転されたもの

ロ 農業経営基盤強ヒ促進法十九条の規定による公告があった農用地利用 計画

の定めるところによって設定又は移転されたもの

ハ特定農地付けに関する農地法等の特例に する法律三条 三項の承認に係る

特定農地貸付けによって設定又は移転されたもの

ー イからハまでに掲げるもの以外のもの

三～六略

七 その農地について農地中間砥理構が農地中間管理権を有する場合には その旨及

，び当該農地についての 借権又は使用 叫こよる権利の設定又は 転の状況
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（公表することが適当でない事項等）

百四条 法五十二条の三一項の 林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区

ノ‘に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする

― 市街化区域内にある農地 全ての事項

― 前号に掲げる農地P外の農地法五十二条のニー項一号及び三号に規定する

者の住所並びに同号に規定する借賃等の額並びに第百一条第二号、第六号及び第八号に

掲げる事項

2 法 五十二条の三 一項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする

ー 公表すべき事項を記載した書面を市町村の事務所に備え き、公衆の閲オこ供するこ

上
ー 公表すべき事項（法五十二条のニー項一号及び三号に規定する者の氏名又は

名称並びに 百一条 一号に規定する者の氏名又は名称を除く）をインターネットの利

用その他の方法により提供すること
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困

（独）水資源機構から求められている事項と法令との関連性

（独）水資源機構より 農地法における情報の公開
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県
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農地の所在、地番、地目及び面積
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農振法・都市計画法等の区域区分

゜゜ ゜農地中間管理機構が借りている農地か

゜゜゜゜どうか

所有者の氏名・名称
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所有者の住所
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